
令和２年度野辺地町自主防災組織活動支援事業補助金交付要綱 

 

（趣旨） 

第１ この要綱は、町民の防災力の向上を図るため、自主防災組織の活動に要する経費につ 

いて、令和２年度予算の範囲内において自主防災組織に対し、自主防災組織活動支援事業 

補助金を交付するものとし、その交付に関しては野辺地町補助金等の交付に関する規則 

（昭和５６年野辺地町規則第２号）に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。 

 

 （補助対象者） 

第２ 補助金の交付の対象者は、規約、防災計画、組織図等により、平常時及び災害時にお 

ける活動を明確にしており、町に設立の届出を行った自主防災組織とする。 

 

 （補助対象事業） 

第３ 補助金の交付の対象となる事業（以下「補助対象事業」という。）は、令和２年４月 

１日から令和３年３月２５日までの間に実施する事業であって、次に掲げるものとする。 

（1） 防災訓練の開催 

（2） 防災マップ、パンフレット、チラシ等の作成又は購入 

（3） 防災資機材修繕 

（4） 防災研修会等の開催又は参加 

（5） その他町長が認めるもの 

２ 前項の規定にかかわらず、次に掲げる事項のいずれかに該当する事業については、補助 

金の交付の対象としない。 

（1） 事業の効果が特定の個人又は団体に帰属するもの 

（2） 専ら営利を目的とし公共性を欠くもの 

（3） 公序良俗に反するもの 

（4） その他町長が適当でないと認めるもの 

 

（補助対象経費） 

第４ 補助金の交付の対象となる経費（以下「補助対象経費」という。）は、補助対象事業 

に直接要する経費であって、別表１に掲げるものとする。 

２ 前項の規定にかかわらず、次に掲げる事項のいずれかに該当する経費については、補助 

金の対象としない。 

（1） 団体の運営のための経常的経費 

（2） 団体の構成員の人件費及び報償費 

（3） 団体が所有する施設及び防災資機材以外の備品等を維持するための経費 

（4） その他補助事業の実施に係る直接的経費と認められない経費 

 

（補助金の額） 

第５ 補助金の額は、補助対象経費の１０分の１０以内の額とし、１自主防災組織につき 

１年間で３０，０００円を上限とする。 

２ 前項の規定により算出した額に１，０００円未満の端数が生じたときは、これを切捨 

てるものとする。  



（交付申請） 

第６ 補助金の交付の申請をしようとする者（以下「補助申請者」という。）は、別に定め 

る期間内に補助金交付申請書（様式第１号）を町長に提出しなければならない。 

２ 前項に規定する申請書に添付しなければならない書類は、次のとおりとする。 

（1） 事業計画書（様式第１号の別紙１） 

（2） 補助申請者概要調書（様式第１号の別紙２） 

（3） その他関係書類 

 

 （交付決定） 

第７ 町長は、補助金の交付の申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めたとき 

は補助金の交付を決定し、補助金交付決定通知書（様式第２号）により、補助申請者に通 

知するものとする。 

２ 町長は、前項の交付決定に際し、必要に応じて条件を付すことができる。 

 

（補助金の交付の条件） 

第８ 次に掲げる事項は、補助金の交付の決定がなされた場合の条件となる。 

（1） 補助対象事業の内容を変更しようとするときは、あらかじめ事業内容変更承認申請 

書（様式第３号）を町長に提出してその承認を受けること。ただし、補助対象事業の趣 

旨を著しく変更しない程度の軽微な変更は、この限りでない。 

（2） 補助対象事業を中止し、又は廃止しようとするときは、事業中止（廃止）承認申請 

書（様式第４号）を町長に提出してその承認を受けること。 

（3） 補助対象事業が予定の期間内に完了しないとき又は補助対象事業の遂行が困難とな 

ったときは、速やかに町長に報告してその指示を受けること。 

（4） 補助対象事業の状況、補助対象事業の経費の収支及びその他補助対象事業に関する 

事項を明らかにする書類、帳簿等を備え付け、これらを補助金の交付に係る年度の翌年 

度から５年間保管しておくこと。 

 

（申請の取下げ） 

第９ 補助金の交付の決定の通知を受けた者（以下「補助事業者」という。）は、当該通知 

に係る補助金の交付の決定の内容及びこれに付された条件に不服があるときは、当該通 

知を受けた日から起算して１０日を経過した日までに、書面により申請の取下げをする 

ことができる。 

２ 前項の規定による申請の取下げがあったときは、当該申請に係る補助金の交付決定は

なかったものとみなす。 

 

（実績報告） 

第１０ 補助事業者は、補助対象事業が完了したときは、完了した日から起算して３０日を 

経過した日又は令和３年４月９日のいずれか早い期日までに、町長に対し事業実績報告 

書（様式第５号）を提出しなければならない。 

２ 前項に規定する報告書に添付しなければならない書類は、次のとおりとする。 

（1） 事業実績書（様式第５号の別紙１） 

（2） 収支決算額内訳表（様式第５号の別紙２）及び支払を証する書類の写し 



（3） 事業の実施状況を証する写真 

（4） その他関係書類 

 

（補助金の額の確定） 

第１１ 町長は、事業実績報告書の提出があったときは、その内容を審査の上、補助金の額 

を決定し、補助金確定通知書（様式第６号）により、補助事業者に通知するものとする。 

 

（補助金の交付の方法） 

第１２ 補助金は、第１１の規定により交付すべき補助金の額を確定した後に交付するも 

のとする。ただし、町長が必要と認めるときは、概算払により交付することができる。 

２ 補助事業者は、前項の規定により補助金の交付を受けようとするときは、補助金請求書 

（様式第７号）を町長に提出しなければならない。 

 

（その他） 

第１３ この要綱に定めるもののほか、補助事業に関して必要な事項は、別に定める。 

 

附 則 

この要綱は、令和２年４月１日から施行する。 

 

 

別表１（第４関係） 

補助対象事業 補助対象経費 

（1） 防災訓練の開催 

〇防災訓練の開催に係る消耗品費、燃料費、材料費、

食糧費（事業参加者のお茶代等は一人につき２００

円以内）、保険料等の経費 

（2） 防災マップ、パンフレッ

ト、チラシ等の作成又は購入 

〇防災マップ、パンフレット、チラシ等の作成費又は

購入費 

（3） 防災資機材修繕 〇防災資機材修繕費 

（4） 防災研修会等の開催又は

参加 

〇防災研修会等の開催又は参加に係る消耗品費、食糧

費（事業参加者のお茶代等は一人につき２００円以

内）、会場借上、講師謝礼、受講料等の経費 

（5） その他町長が認めるもの 〇その他町長が必要と認める経費 

 


